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記入欄について…

1、書きやすいところから書きましょう
全て埋める必要はありません

2、何度書き直しても大丈夫
書き直したら、記入日（２ページ）を変更しましょう

3、保管場所を決めましょう
家族や大切な人へ保管場所を伝えておきましょう

●法的効力はありません

●法的効力を求めるときは、正式な遺言書を

作成しましょう

●通帳番号やキャッシュカード、クレジット

カードの番号は記載しないで下さい

エンディングノートの使い方

はじめに

記入にあたっての注意点
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もしも、あなたが事故や病気で意識をなくしたり、自

分の思いを伝えられなくなった時…「どのような医療を

受けるか」「どのように最期を迎えるか」をご家族が判

断に困った時…

判断するための参考資料として、元気なうちにご家族

などへ、あなたの希望を伝えることができます



わたし
ふりがな

名前 （旧姓）

生年月日 明・大・昭・平・令 年 月 日

住所

電話番号

自宅 携帯

血液型 Ａ・Ｂ・Ｏ・ＡＢ （ RＨ ＋ － ）

好きな食べ物 嫌いな食べ物

趣味
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家族・友人
氏名： 続柄：

住所： 電話番号：

備考：

氏名： 続柄：

住所： 電話番号：

備考：

氏名： 続柄：

住所： 電話番号：

備考：



わたしの緊急連絡先

緊急連絡先一覧

氏名 電話番号
あなたとの
関係

①

②

③

職場
（部署・課）

火災・救急
119 番

事故・盗難
110 番

電気

ガス

水道

病院

その他
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ほけん情報

健康保険

□あり （詳細： 保管場所： ）

□なし

年金

□あり（種類： ）

□なし

障害手帳

□あり（詳細： ）

□なし

介護保険

□あり（詳細： ）

□なし
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ご自由にお書きください。

わたしの希望



医療
病気・けが・入院・手術など

年齢 病名 医療機関名 お薬

歳ころ

歳ころ

歳ころ

歳ころ

歳ころ

歳ころ

アレルギーの有無（たべもの・くすり・その他）

□あり（ ）・ □なし
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相談できる「かかりつけ医」をもちましょう

かかりつけ医とは…

日頃から受診していて、なんでも相談できる診療所

（クリニック）の医師のことをいいます。

在宅療養が必要になった時、これからのことを一緒に

考えてもらえます。大きな病院に通院している方も、

お住いの近くに「かかりつけ医」を持ちましょう。

入院や精密検査が必要な場合は、適切な病院を紹介し

てもらえます。



延命治療が必要になったら

もし延命治療が必要になったら

   □できる限りの延命治療をしてほしい

□苦痛を和らげる治療はしてほしいが、延命のみの治療

はしないでほしい

□家族・親族の判断に任せる

□延命治療はしないでほしい

□その他（ ）

◎あなたの意思表示

延命治療とは…

回復が見込めないと判断されている状態で少しでも永く存命
していただく治療のことです。主に心臓マッサージや人工呼
吸器、気管切開、経管栄養（胃ろう含む）などがあります。

●心臓マッサージ…心臓が止まったときに、外から心臓を圧
迫することで血液を心臓から押し出す処置のこと。

●人工呼吸器…呼吸ができない、または、呼吸が不十分な場
合に、人工的に機械などを使って呼吸を助ける方法。

●気管切開…１～２週間を超えて、より長く人工呼吸器が必
要な場合は、のどを切開して気管に穴を作り、そこに管を入
れて人工呼吸器につなぐこと。

●経管栄養…自分の口から食事が取れなくなった場合に、鼻
や口から胃まで挿入されたチューブや、胃ろう（胃から皮ふ
までを専用のチューブでつなげる）を通じて栄養を胃まで送
る方法。
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◎病名・余命の告知

病名告知 □希望する □希望しない

余命告知 □希望する □希望しない

その他（ ）

臓器提供のための意思表示カードを

                  □持っている（保管場所： ）

      □持っていない

臓器提供を □希望する □希望しない

□家族に任せる

□その他（ ）

臓器提供について
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臓器提供とは…

重い病気や事故などにより臓器の機能が低下し、移植

でしか治療できない方に、死後（脳死または心臓停

止）に臓器を提供すること。移植に用いられる臓器は、

心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓、小腸、眼球（角膜）。

臓器提供の意思表示は、健康保険証や運転免許証の裏

面や「臓器提供意思表示カード」に記入することでで

きます。「臓器提供意思表示カード」は市役所や公共

施設などに置いてあります。「提供しない」や「提供

したくない臓器」の選択も可能です。



介護が必要になったら

どこで？ 誰に？

介護費用は？

□介護保険・年金などでまかなってほしい

□保険に加入している

（保険会社： ）

□家族・親族の判断にまかせる

□その他（ ）

□ヘルパーや介護の専門

にまかせる

□家族や親族にまかせる

□その他（ ）

□なるべく自宅を希望する

□施設や病院を希望する

□家族や親族にまかせる

□その他（ ）

介護サービスを利用していますか？

居宅介護支援事業所

（地域包括支援センター）
：

担当ケアマネジャー：

連絡先：

10

□はい □いいえ



介護が必要になったら

介護保険の要介護認定・要支援認定を受けて介護サー
ビスを利用することができます。

【対象】

・６５歳以上

・４０歳～６４歳（医療保険に加入し、脳血管疾患

などの特定疾病により介護が必要な方）

◎介護保険要介護・要支援認定の申請⇒本人または家

  族などのほか、地域包括支援センターや居宅介護支

 援事業者、介護保険施設などに代行してもらうこと

  ができます。

成年後見制度とは

認知症などの理由で、判断能力が不十分な方を支援
する制度。家庭裁判所によって選ばれた成年後見人
が、本人の利益を考えながら、本人を代理して財産
管理や日常生活での契約などを行い、支援します。

◎法定後見制度…判断能力が不十分な方の支援をお
こなうもの。本人の判断できる状態に応じ、家庭裁
判所が後見人・保佐人・補助人を選任する。

◎任意後見制度…判断能力が低下した時に備えて、
判断能力があるうちに後見人や頼む内容を決め公正
証書により契約しておくもの。

◎まずは、ご相談を◎ 11



財産管理について
加入保険リスト

預金リスト

名義： 保険会社：

種類： 備考：

名義： 保険会社：

種類： 備考：

名義： 金融機関：

支店： 備考：

名義： 金融機関：

支店： 備考：

不動産 □あり □なし

資産・その他 □あり □なし

種類： 名義人：

所在地： 備考：

種類： 名義人：

所在地： 備考：

種類： 内容：

備考：

種類： 内容：

備考：
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管理ができなくなったら

財産の管理をお願いしている人はいますか？

□いる □配偶者 □子 □兄弟・姉妹

□親族： □後見人

□その他（ ）

□いない

今後、自分で管理ができなくなったら、誰にお願いしたい
ですか？

□配偶者 □子 □兄弟・姉妹

□親族（ ） □後見人

□まだ、考えていない □その他（ ）

遺言の種類

法律で定められた「遺言事項」の記載がなければ効力は
ありません

財産をどのような形で誰に受け継ぐかを伝えるための遺言書は、
法律に従った方式で残す必要があります。遺言者が、その全文
と日付、名前を自書し、押印して作成する「自筆証書遺言」と、
全国にある公証役場で作成・保管する「公正証書遺言」の2種
類が一般的な遺言とされています。残された家族がトラブルに
巻き込まれないように残すこともひとつです。

遺言のこと

遺言書は作成していますか？

□している （保管場所： ）

□していない
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在宅療養を支えるネットワーク

病気、けが、加齢等で医療や介護が必要になっても在宅で住み続け
たいという本人や家族の意向に少しでも応えられるよう、医療・看
護・介護など専門職が連携します。

自宅などの生活の場に、医師や看護師が訪問して、診療を
行ったり、専門職による歯科診療、訪問服薬指導、リハビ
リ指導などを受けることをいいます。

在宅医療

自宅で暮らし
つづけたい

自宅に
戻りたい

自宅
・病院に通うことが難しくなった
・老夫婦で介護する人がいなくて

困っている
・ひとり暮らしで世話をしてく

れる人がいない

病院や施設
・病状が安定しているので自宅

に戻りたい
・長期の療養になるため家で過

ごしたい

安心して在宅療養
ができるように

かかりつけ医をはじめ、様々専門職が連携し療養生活をささえます

訪問看護師

ホームヘルパー

ケアマネジャー

医師

管理栄養士

リハビリ
専門職

医療ソーシャル
ワーカー

薬剤師

わたし
家族
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保健師

歯科医師
（歯科衛生士）

地域包括支援
センター



高齢者の相談窓口

名 称 （ 担当小学校区： ） 住 所 電 話

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

東地域包括支援センター
(三本木小、東小、藤坂小、高清水小）

東十三番町
18-1

27-1513

北地域包括支援センター
(北園小、大深内小、深持小、ちとせ小)

西二番町4-3 51-6056

西南地域包括支援センター
（南小、西小、四和小、沢田小、法奥小、
十和田湖小）

穂並町6-27 51-4250

西南サブセンター
奥瀬字中平

156
72-3400

名 称（ 担当小学校区： ） 住 所 電 話

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

在宅介護支援センターきゃんぱす
（東小、藤坂小、高清水小）

相坂字小林
78-7

58-6606

在宅介護支援センターみちのく苑
（三本木小）

三本木字
里ノ沢1-62

25-7700

在宅介護支援センター八甲荘
（北園小、深持小）

西二番町4-3 58-5535

在宅介護支援センター老健とわだ
（ちとせ小、大深内小）

洞内字長田
60-6

27-3130

十和田在宅介護支援センター（南小）
西二十三番町

30-36
22-6666

在宅介護支援センターハートランド
（西小、四和小）

相坂字高清水
78-450

25-2221

在宅介護支援センターおいらせ
（沢田小、法奥小、十和田湖小）

奥瀬字中平
156

72-2052

市役所高齢介護課
西十二番町

6-1
51-6720
51-6722

十和田市社会福祉協議会
稲生町
18-33

23-2992
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令和３年３月発行

発行・編集／ 十和田市医療介護連携相談支援センター
協力機関 ／ 浅原歯科医院・十和田外科内科・藤原内科・み
どりの風訪問看護ステーション（十和田エンド・オブ・ライフ
ケア研究会）・居宅介護支援事業所きゃんぱす・くらしの居宅
介護支援事業所・訪問看護ステーションどんぐり村・JA十和田
おいらせ居宅介護支援事業所「きずな」・十和田市社会福祉協
議会・十和田市町内会連合会・上十三医師会・上十三歯科医師
会・青森県薬剤師会上十三支部・青森県社会福祉士会上十三支
部・十和田市居宅介護支援事業所連絡協議会・十和田市東地域
包括支援センター・十和田市北地域包括支援センター・十和田
市西南地域包括支援センター・十和田市高齢介護課・十和田市
立中央病院

十和田市在宅医療介護連携推進事業


	スライド 1: とわだ  　エンディングノート  　　　　～わたしの参考書～
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16

